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民
　
事
　
判
　
例
　
研
　
究
（
一
）

公
正
な
る
会
計
慣
行
の
認
定
手
法

―
特
に
民
事
判
決
（
東
京
地
判
平
成
一
七
年
五
月
一
九
日
判
時
一
九
〇
〇
号
三
頁
）
と
の
対
比
か
ら

得　

津　
　
　

晶

判
例
研
究

平
成
一
〇
年
三
月
期
に
お
い
て
大
蔵
省
に
よ
る
資
産
査
定
通
達
等
の
定
め

る
基
準
が
唯
一
の
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
で
あ
り
、
従
来
の
税
法
基
準

に
従
い
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金
に
つ
い
て
は
実
際
の
取
立
不
能
に

か
か
わ
ら
ず
償
却
・
引
当
を
行
わ
な
い
と
い
う
会
計
処
理
は
「
公
正
な
る
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会
計
慣
行
」
に
従
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載

罪
（
証
券
取
引
法
一
九
七
条
一
号
〔
平
一
〇
法
一
〇
七
号
に
よ
る
改
正
前

の
も
の
。
金
融
商
品
取
引
法
一
九
七
条
一
項
一
号
に
相
当
〕）
及
び
違
法

配
当
罪
（
商
法
四
八
九
条
三
号
〔
平
一
七
法
八
七
号
改
正
前
の
も
の
。
会

社
法
九
六
三
条
五
項
二
号
に
相
当
〕）
が
成
立
す
る
と
し
た
事
例

東
京
高
判
平
成
一
七
年
六
月
二
一
日
判
時
一
九
一
二
号
一
三
五
頁
［
長
銀

粉
飾
決
算
事
件
控
訴
審
判
決
］

高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
一
七
）
号
一
四
六
頁
、
最
高
裁
判
所

刑
事
判
例
集
六
二
巻
七
号
二
六
四
三
頁

［
事
案
］

　

本
件
は
、
Ａ
銀
行
（
旧
長
銀
）
が
、
平
成
一
〇
年
三
月
期
に
取
立
不
能

が
見
込
ま
れ
る
貸
出
金
が
合
計
三
一
三
〇
億
円
あ
っ
た
の
に
償
却
・
引
当

を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
、
①
当
期
未
処
理
損
失
を
過
少
に
圧
縮
し
て

計
上
し
た
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
処
分
計
算
書
を
掲
載
し
た

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
の

有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
た
こ
と
が
、
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
と

し
て
改
正
前
証
券
取
引
法
一
九
七
条
一
号
、
二
〇
七
条
一
項
一
号
に
違
反

し
、
②
償
却
・
引
当
を
す
れ
ば
株
主
へ
の
配
当
可
能
な
剰
余
金
は
存
在
し

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
株
主
に
配
当
金
合
計
七
一
億
六
六
六
〇
万
円

の
配
当
を
し
た
こ
と
が
、
改
正
前
商
法
四
八
九
条
三
号
に
違
反
し
た
と
し

て
起
訴
さ
れ
た
。

　

本
件
で
Ａ
銀
行
は
、
貸
出
金
の
取
立
不
能
額
の
償
却
・
引
当
に
つ
い
て

は
、
不
良
債
権
償
却
証
明
制
度
に
よ
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
不
良
債
権
償

却
証
明
制
度
と
は
、
金
融
機
関
の
不
良
債
権
の
無
税
償
却
・
引
当
に
つ
い

て
、
国
税
庁
と
の
協
議
に
基
づ
い
て
金
融
証
券
調
査
官
が
Ⅳ
分
類
「
回
収

不
可
能
又
は
無
価
値
と
判
定
さ
れ
る
資
産
」
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
証
明
し
た
不
良
債
権
の
金
額
の
み
、
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
を
認

め
る
も
の
で
あ
り
、
税
法
基
準
に
従
っ
て
不
良
債
権
の
償
却
・
引
当
を
行

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
不
良
債
権
償
却
制
度
の
下
で
は
、
関
連
ノ
ン
バ
ン

ク
へ
の
貸
出
金
に
つ
い
て
、
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
に
対
し
て
債
権
放
棄
な
ど

の
支
援
を
行
っ
た
場
合
で
あ
れ
ば
、「
支
援
」
と
は
対
象
と
な
る
関
連
ノ

ン
バ
ン
ク
が
破
綻
し
な
い
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
理
由
に
、
支
援
と
し
て
放
棄
し
た
分
以
外
の
貸
出
金
に
つ
い
て
は

一
切
、
償
却
・
引
当
を
認
め
な
い
と
い
う
扱
い
に
な
り
、
本
件
Ａ
銀
行
も

こ
の
扱
い
に
し
た
が
っ
て
会
計
処
理
を
し
て
い
た
。

　

他
方
、
平
成
七
年
ご
ろ
か
ら
大
蔵
省
な
ど
を
中
心
に
日
本
の
金
融
シ
ス

テ
ム
改
革
が
進
め
ら
れ
、
金
融
機
関
経
営
の
健
全
性
確
保
の
た
め
の
早
期

是
正
措
置
制
度
の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
中
で
、
平
成
九
年
に

は
、「
資
産
査
定
通
達
」、「
全
銀
協
Ｑ
＆
Ａ
」、「
四
号
実
務
指
針
」、「
九
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年
事
務
連
絡
」
な
ど
が
相
次
い
で
出
さ
れ
、
平
成
九
年
七
月
四
日
に
不
良

債
権
償
却
証
明
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
貸
出
金
の
償
却
・
引
当
を
自
己
査
定

で
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
自
己
査
定
基
準
は
回
収
不
能
や
損
失
発
生
の
見
込

み
な
ど
か
ら
償
却
、
債
権
償
却
特
別
勘
定
、
貸
倒
引
当
金
を
設
け
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
決
算
経
理
基
準
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
資
産
査
定
通
達
等
お
よ
び
改
正
決
算
経
理
基
準
が
示
す
基
準

に
よ
れ
ば
、
支
援
先
の
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金
に
も
実
際
の
取
立

不
能
見
込
み
に
応
じ
て
償
却
・
引
当
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
が
、
本
件
で
は
、
平
成
一
〇
年
三
月
期
決
算
に
お
い
て
、
従
来
の
不

良
債
権
償
却
証
明
制
度
と
同
様
、
支
援
先
の
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出

金
に
つ
い
て
は
引
当
・
償
却
を
行
わ
な
か
っ
た
Ａ
銀
行
の
会
計
処
理
が
、

当
時
の
商
法
三
二
条
二
項
の
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
を
斟
酌
」
し
た
と
い

え
る
の
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

　

原
審
（
東
京
地
判
平
成
一
四
年
九
月
一
〇
日
刑
集
六
二
巻
七
号

二
四
六
九
頁
）
は
、
決
算
経
理
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
り
、
資

産
査
定
通
達
等
の
指
示
す
る
基
準
が
決
算
経
理
基
準
を
補
充
し
て
公
正
な

る
会
計
慣
行
と
な
る
の
で
、
こ
れ
に
反
し
て
償
却
・
引
当
を
行
わ
な
い
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
、Ａ
銀
行
の
元
取
締
役
Ｙ
ら
を
有
罪
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
ら
が
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

［
判
旨
］
控
訴
棄
却

　
「『
資
産
査
定
通
達
』、『
四
号
実
務
指
針
』、『
九
年
事
務
連
絡
』（
こ
の

三
つ
を
併
せ
て
『
資
産
査
定
通
達
等
』
と
い
う
）
及
び
改
正
決
算
経
理
基

準
は
、
金
融
機
関
の
健
全
性
を
確
保
す
る
目
的
で
平
成
一
〇
年
四
月
一
日

か
ら
導
入
さ
れ
る
早
期
是
正
措
置
制
度
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
金
融
機
関
の
資
産
内
容
の
査
定
方
法
や
適
正
な
償
却
・
引
当
の
方
法

を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
資
産
内
容
の
実
態
を
正
確
か
つ
客
観
的
に

反
映
し
た
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
と

い
え
る
（『
資
産
査
定
Ｑ
＆
Ａ
』
及
び
『
追
加
Ｑ
＆
Ａ
』（
こ
の
二
つ
を
併

せ
て
『
Ｑ
＆
Ａ
』
と
い
う
）
も
、
同
様
の
趣
旨
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
）。
し
か
も
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
は
、
金
融
機
関
の
監
督
官
庁
で
あ

る
大
蔵
省
銀
行
局
や
金
融
検
査
部
を
中
心
に
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
関

係
者
、
日
本
銀
行
関
係
者
、
金
融
機
関
の
代
表
者
等
金
融
機
関
の
会
計
処

理
や
決
算
処
理
に
関
わ
っ
て
い
る
関
係
者
等
が
参
加
し
て
検
討
し
た
結
果

を
公
表
し
た
『
中
間
と
り
ま
と
め
』
の
考
え
方
を
基
礎
に
し
、
そ
の
内
容

を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
上
、
い
ず
れ
も
全
国
銀
行
協
会
連
合
会
等
を

通
じ
て
金
融
機
関
に
そ
の
内
容
が
公
表
、
送
付
さ
れ
、
周
知
徹
底
が
図
ら

れ
て
き
た
と
い
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
資
産
査
定
の
方
法
と
し
て
用
い
ら

れ
た
資
産
分
類
の
概
念
等
は
、
そ
れ
ま
で
の
金
融
検
査
部
に
よ
る
金
融
検

査
の
時
に
使
用
さ
れ
て
き
た
資
産
分
類
の
方
法
等
が
踏
襲
さ
れ
、
大
き
く
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変
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、『
資
産
査
定
通
達
等
』

が
示
す
資
産
査
定
の
方
法
、
償
却
・
引
当
の
方
法
等
は
、
金
融
機
関
の
貸

出
金
等
の
償
却
・
引
当
に
関
す
る
合
理
的
な
基
準
で
あ
り
、
基
準
と
し
て

も
明
確
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
同
様
の
趣
旨
・
目
的
の

下
に
発
せ
ら
れ
た
『
基
本
事
項
通
達
』
の
改
正
に
伴
う
改
正
決
算
経
理
基

準
の
内
容
を
補
充
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、『
資
産
査
定
通
達
』
及
び
『
九
年
事
務
連
絡
』
は
、
金
融

検
査
官
等
宛
て
に
発
せ
ら
れ
た
検
査
の
基
準
で
あ
り
、
ま
た
、『
四
号
実

務
指
針
』
は
、
会
計
監
査
法
人
等
が
監
査
を
す
る
に
当
た
っ
て
の
指
針
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
法
規
範
性
を
有
す
る
も
の
で
な
い
し
、
こ
れ
ら

が
、そ
れ
自
体
と
し
て
直
ち
に
本
件
当
時（
平
成
一
〇
年
三
月
期
決
算
時
）

に
お
け
る
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
ず
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
が
何
な
の
か
を
推

知
す
る
た
め
の
有
力
な
判
断
資
料
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
る
と
こ
ろ
、
金
融
検
査
官
は
、『
資
産
査
定
通
達
』、『
九
年

事
務
連
絡
』
に
従
っ
て
検
査
を
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
会
計
監
査

法
人
は
、『
四
号
実
務
指
針
』
に
沿
っ
て
監
査
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
、こ
れ
を
受
け
て
金
融
機
関
側
で
も
、『
資
産
査
定
Ｑ
＆
Ａ
』
及
び
『
追

加
Ｑ
＆
Ａ
』
を
作
成
し
て
金
融
機
関
に
周
知
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、『
資
産
査
定
通
達
』は
平
成
九
年
三
月
に
、『
九
年
事
務
連
絡
』、『
四

号
実
務
指
針
』
は
同
年
四
月
に
発
せ
ら
れ
た
り
、
公
表
さ
れ
た
り
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
平
成
一
〇
年
三
月
の
決
算
時
ま
で
に
約
一
年
あ
っ
て
周

知
の
期
間
も
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
上
、
本
件
当
時
、
金
融
機
関
に

お
い
て
は
、
従
来
に
比
し
て
よ
り
透
明
性
の
高
い
明
確
な
資
産
査
定
等
に

よ
る
会
計
処
理
が
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、『
資

産
査
定
通
達
等
』
に
定
め
る
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
よ
う
な
自
己
査

定
基
準
の
作
成
や
こ
れ
に
よ
る
自
己
査
定
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
事
態
に

至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
金
融
機
関
の
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
た
と
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の
定
め
る
基

準
に
基
本
的
に
従
う
こ
と
が
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
と
な
っ
て
い
た
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の
趣
旨
に
反
し
、

そ
の
定
め
る
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
会
計
処
理
は
、
も
は
や
『
公
正

な
る
会
計
慣
行
』
に
従
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
（
補
足
す
る
と
、
自
己
査

定
制
度
の
趣
旨
・
性
格
か
ら
し
て
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の
定
め
る
基

準
に
少
し
で
も
反
し
て
い
れ
ば
、
違
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
基
準

に
反
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
が
大
き
く
逸
脱
す
る
に
至
ら
な
い

会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、直
ち
に
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、

最
も
厳
し
い
基
準
で
自
己
査
定
し
た
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
の
会
計

処
理
が
す
べ
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
な
ら
な
い
）、
従
前

『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
税
法
基
準
（
貸
付
金
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の
う
ち
、
法
人
税
基
本
通
達
九
―
六
―
四
等
の
要
件
を
満
た
す
額
に
つ
い

て
は
貸
倒
償
却
・
引
当
を
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
も
の
）
に
よ
る
会
計

処
理
や
、
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
等
に
つ
い
て
の
段
階
的
処
理
等
を
容
認
し
て

い
た
従
来
の
会
計
処
理
・・・
は
も
は
や
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
に
従
っ

た
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
、
言
い
換
え
る
と
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の

示
す
基
準
に
基
本
的
に
従
う
こ
と
が
唯
一
の
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
で

あ
り
、
こ
の
二
つ
の
基
準
の
併
存
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
判
断
し
て
も
、
新
基
準
へ
の
改
正
は
適
正
に
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
新
基
準
の
内
容
は
銀
行
の
資
産
及
び
損
益
の
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

基
準
と
し
て
も
明
確
な
も
の
と
い
え
る
こ
と
、
平
成
一
〇
年
三
月
期
の
決

算
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
会
計
慣
行
の
変
更

に
伴
う
企
業
会
計
の
継
続
性
の
観
点
か
ら
み
て
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
（
特
に
平
成
一
〇
年
三
月
期
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
税
法
上
の
手
当

て
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
翌
平
成
一
一
年
三
月
期
決
算
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る

税
効
果
会
計
の
前
倒
し
適
用
が
認
め
ら
れ
て
手
当
て
が
な
さ
れ
た
）、
周

知
期
間
が
『
資
産
査
定
通
達
等
』
の
発
出
等
か
ら
約
一
年
（
決
算
経
理
基

準
の
改
正
通
知
か
ら
で
も
約
八
か
月
）
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
期
間
が
あ
れ

ば
金
融
機
関
と
し
て
も
、
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
な
ど
に
照
ら
し
て
、
金
融
機
関
に
過
酷
な
結
果
を
招
来
す
る
と
は
い
え

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
原
判
決
の
説
示
中
に
は
、
以
上
の
判
断
と
異
な
る

か
の
よ
う
な
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の

趣
旨
に
反
し
、
そ
の
定
め
る
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
よ
う
な
会
計
処

理
は
も
は
や
許
さ
れ
ず
、『
資
産
査
定
通
達
等
』
の
定
め
る
基
準
に
基
本

的
に
従
う
こ
と
が
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
点
に

お
い
て
は
同
旨
で
あ
る
か
ら
、こ
の
点
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。」

［
評
釈
］
判
旨
疑
問

一
．
本
判
決
の
意
義

　

本
判
決
は
、
旧
長
銀
が
平
成
一
〇
年
三
月
に
行
っ
た
関
連
ノ
ン
バ
ン

ク
へ
の
貸
出
金
に
つ
い
て
破
綻
・
貸
倒
に
備
え
て
償
却
・
引
当
を
し
な

か
っ
た
こ
と
が
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
に
よ
る
証
券
取
引
法
違
反
及

び
そ
れ
に
伴
う
違
法
配
当
に
関
す
る
取
締
役
の
民
事
お
よ
び
刑
事
の
責

任
が
追
及
さ
れ
た
事
件
の
刑
事
控
訴
審
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
、

新
聞
報
道
等
で
周
知
の
通
り
、
一
審
・
控
訴
審
ま
で
刑
事
で
は
責
任
を

肯
定
し
て
有
罪
（
①
東
京
地
判
平
成
一
四
年
九
月
一
〇
日
刑
集
六
二
巻

七
号
二
四
六
九（

１
）頁

、
本
件
）、
民
事
は
責
任
を
否
定
（
②
東
京
地
判
平
成

一
七
年
五
月
一
九
日
判
時
一
九
〇
〇
号
三（

２
）頁

、
③
東
京
高
判
平
成
一
八
年
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一
一
月
二
九
日
判
タ
一
二
七
五
号
二
四
五（

３
）頁

）
と
結
論
の
分
か
れ
た
「
ね

じ
れ
判
決
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
で
は
、
本
件
刑
事
事
件
の
上
告

審
（
④
最
判
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
六
二
巻
七
号
二
一
〇
一（

４
）頁

）
が
破

棄
自
判
し
て
、
責
任
を
否
定
し
無
罪
と
し
た
こ
と
で
、
上
告
棄
却
と
な
っ

た
民
事
（
⑤
最
決
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
未
公
刊
）
と
結
論
が
統
一
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
旧
長
銀
に
つ
い
て
は
他
に
旧
長
銀
の
取
締
役
・
監

査
法
人
に
対
す
る
証
券
訴
訟
（
証
券
取
引
法
二
四
条
ノ
五
第
五
項
、
二
二

条
、
二
一
条
一
項
一
号
）
も
提
起
さ
れ
た
（
⑥
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
四

月
一
三
日
判
時
一
九
九
四
号
九
四
頁
〔
請
求
棄
却
〕）。

　

ま
た
、
本
件
同
様
に
、
貸
出
金
の
評
価
（
償
却
・
引
当
の
要
否
）
に
つ

い
て
銀
行
取
締
役
に
対
す
る
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
の
民
事
・
刑

事
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
日
債
銀
事
件
が
存
在
す
る
。
日

債
銀
事
件
で
も
高
裁
ま
で
は
刑
事
が
有
罪
（
⑦
東
京
地
判
平
成
一
六
年
五

月
二
八
日LEX

/D
B28105

（
５
）

091

、
⑧
東
京
高
判
平
成
一
九
年
三
月
一
四

日
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
一
九
）
一
四
九
頁
）、
民
事
で
は

責
任
否
定
（
⑨
京
都
地
判
平
成
一
五
年
九
月
二
四
日
判
時
一
八
六
三
号

一
一
九
頁
、
⑩
大
阪
高
判
平
成
一
六
年
五
月
二
五
日
判
時
一
八
六
三
号

一
一
五（

６
）頁

）
と
「
ね
じ
れ
判
決
」
で
あ
っ
た
が
、
刑
事
最
高
裁
（
⑪
最
判

平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
金
法
一
八
九
一
号
四
三（

７
）頁

）
が
公
正
な
る
会
計

慣
行
の
判
断
に
つ
い
て
本
件
刑
事
上
告
審
判
決
（
④
判
決
）
と
同
様
の
一

般
論
を
採
用
し
、
破
棄
差
戻
し（

８
）た

。

　

上
告
審
の
既
に
な
さ
れ
た
下
級
審
判
決
の
意
義
を
考
え
る
と
い
う
作
業

に
ど
れ
ほ
ど
意
味
を
認
め
る
か
は
考
え
方
が
分
か
れ
う
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
評
釈
の
対
象
の
画
定
と
し
て
本
判
決
の
意
義
を
ま

と
め
る
と
、「
Ａ
銀
行
（
旧
長
銀
）
が
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
等
（
関
連
ノ
ン

バ
ン
ク
の
子
会
社
も
含
め
て
い
る
た
め
『
等
』
と
表
現
す
る
）
へ
の
貸
出

金
の
引
当
・
償
却
、
を
税
法
基
準
に
よ
っ
て
支
援
と
し
て
債
務
免
除
し
た

部
分
を
除
い
て
一
切
、
行
わ
な
い
会
計
処
理
は
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
に

反
す
る
」
と
判
示
し
た
点
に
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
分
解
す
る
と
以
下
の
三

点
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
大
蔵
省
の
資
産
査
定
通
達
等
に
定
め
る
基
準
に
基
本

的
に
従
う
こ
と
が「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」と
な
っ
て
い
た
と
判
示
し
た
。

こ
の
第
一
の
点
は
、
若
干
の
考
察
の
余
地
は
あ
り
う
る（

９
）が

、
ほ
ぼ
民
事
判

決
で
も
認
め
ら
れ
、
異
論
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、
第
一
の
点
を
超
え
て
「
資
産
査
定
通
達
等
」
の
定
め
る
基
準

が
唯
一
の
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
点
が
本
判
決
の

特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。「
資
産
査
定
通
達
等
」
か
ら
大
き
く
逸
脱
す

る
会
計
処
理
は
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
に
従
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い

と
し
た
点
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
当
時
の
Ａ
銀
行
の
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
等
へ
の
債
権
の
評
価
基
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準
を
「
資
産
査
定
通
達
等
」
に
反
し
て
い
る
と
し
た
点
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
刑
事
法
に
か
か
わ
る
論
点
と
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
問

題
、
さ
ら
に
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
が
違
法
性
の
意
識
可
能
性
に
関
す
る

論
点
も
あ
る
が
、
紙
幅
と
評
釈
者
の
能
力
の
限
界
を
理
由
と
す
る
無
秩
序

な
問
題
意
識
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
、
大
幅
に
省
略
す
る
。

二
．
同
様
の
事
案
の
裁
判
例
に
つ
い
て

　

本
件
刑
事
判
決
（
本
件
、
①
④
判
決
）
は
、
平
成
九
年
度
有
価
証
券
報

告
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
平
成
一
〇
年
度
三
月
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
等
に
お
い
て
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金
の
評
価
が
問
題
と
な
っ

た
事
案
で
あ
る
。
本
件
と
同
様
、
長
銀
の
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金

の
評
価
が
問
題
に
な
っ
た
民
事
事
件
（
②
③
判
決
、
⑤
決
定
）
は
平
成

一
〇
年
三
月
期
の
決
算
配
当
の
ほ
か
に
平
成
九
年
九
月
の
中
間
配
当
も
問

題
と
な
っ
た
事
案
で
、
違
法
配
当
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
九
〇
条

一
項
、
中
間
配
当
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
）
と
し
て
取
締
役
に
平
成
一
七

年
改
正
前
商
法
二
六
六
条
一
項
一
号
の
責
任
を
追
及
し
た
事
件
で
あ
る
。

他
方
、
証
券
訴
訟
（
⑥
判
決
）
に
つ
い
て
は
平
成
九
年
九
月
の
中
間
配
当

の
み
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
九
年
三
月
の
貸
借
対
照
表
等
に
お
け

る
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金
の
評
価
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
対
象
時
期
が
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
、
刑
事
上
告
審
（
④
判

決
）
と
全
民
事
判
決
（
②
③
⑤
⑥
）
が
取
締
役
の
（
民
事
又
は
刑
事
）
責

任
を
否
定
し
た
の
は
、
本
件
の
貸
出
金
の
評
価
に
つ
い
て
公
正
な
る
会
計

慣
行
違
反
は
な
い
と
判
断
し
、
他
方
、
本
件
及
び
原
審
は
本
件
の
評
価
が

平
成
一
〇
年
三
月
に
お
け
る
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
す
る
と
判
断
し
て

お
り
、
こ
の
点
の
評
価
が
食
い
違
う
こ
と
が
結
論
の
違
い
の
理
由
と
な
っ

て
い
る
。

　

他
方
、
株
主
が
証
券
取
引
法
二
四
条
ノ
二
に
基
づ
く
責
任
を
求
め
た
日

債
銀
民
事
事
件
で
は
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
平
成
一
〇
年
三
月
期
に
お
け

る
貸
出
金
の
評
価
（
償
却
・
引
当
の
要
否
）
で
あ
る
点
は
本
件
は
じ
め
長

銀
刑
事
事
件
と
同
様
で
あ
る
が
、
貸
出
先
が
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い

（
（（
（

る
点
で
本
件
と
異
な
り
、
ま
た
、
別
途
、
ヘ
ッ
ジ
目
的
で
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引（
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
）を
し
て
当
該
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ

ン
を
資
産
計
上
し
て
い
る
場
合
の
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
な
る
保
有
株
式
の
評
価

を
時
価
よ
り
高
い
簿
価
で
計
上
す
る
こ
と
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
す

る
か
否
か
と
い
う
論
点
も
取
り
扱
っ
て
い
る
点
も
本
件
と
異
な
る
。
そ
し

て
、
責
任
を
否
定
し
た
民
事
判
決
（
⑨
⑩
判
決
）
は
公
正
な
る
会
計
慣
行

違
反
は
な
い
と
し
た
の
に
対
し
、
責
任
を
肯
定
し
た
刑
事
一
審
・
控
訴
審

判
決
（
⑦
⑧
判
決
）
は
貸
出
金
の
評
価
の
点
に
つ
い
て
公
正
な
る
会
計
慣

行
違
反
を
認
め
た
。
差
戻
し
た
刑
事
上
告
審
（
⑪
判
決
）
は
従
前
の
税
法
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基
準
を
採
用
し
た
と
し
て
も
違
反
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
そ
の
判
断
を
留

保
し
て
い
る
が
、
従
前
の
税
法
基
準
を
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
し
な
い

と
し
て
い
る
。
他
に
も
、
同
じ
会
計
ル
ー
ル
が
問
題
に
な
っ
た
も
の
と
し

て
、
な
み
は
や
銀
行
の
監
査
法
人
に
対
す
る
責
任
追
及
の
事
件
（
⑫
東
京

地
判
平
成
一
八
年
九
月
二
七
日
資
料
版
商
事
法
務
二
七
五
号
二
四
一

（
（（
（

頁
）

が
あ
る
と
こ
ろ
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
を
否
定
し
て
責
任
を
否
定
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
長
銀
に
限
ら
ず
一
連
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
貸

出
金
の
評
価
（
償
却
・
引
当
の
要
否
）
に
お
い
て
償
却
・
引
当
を
行
わ
な

い
と
い
う
処
理
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
す
る
か
否
か
が
結
論
を
分
け

る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
本
判
決

が
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
す
る
と
判
断
し
た
手
法
が
、
他
の
一
連
の

裁
判
例
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る

こ
と
に
す
る
。

三
．
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
認
定
手
法

（
一
）
本
判
決
の
特
徴

　

本
判
決
は
、
資
産
査
定
通
達
等
の
定
め
る
基
準
を
唯
一
の
公
正
な
る
会

計
慣
行
と
認
め
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
、
資
産

査
定
通
達
等
の
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
が
「
も
は
や
許
さ
れ
な

い
事
態
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
金
融
機
関
の
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い

た
」（
判
時
一
三
九
頁
三
段
）
こ
と
の
み
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

だ
が
、公
正
な
る
会
計
慣
行
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、一
般
に
、「
公
正
」

で
あ
る
こ
と
と
、「
慣
行
」
で
あ
る
こ
と
の
両
方
が
求
め
ら
れ
、
金
融
機

関
の
認
識
の
み
で
は
慣
行
性
に
対
す
る
応
答
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
と
こ
ろ
、
金
融
機
関
が
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た

と
い
う
認
識
の
み
で
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
と
認
め
る
判
断
に
は
疑
問

が
残

（
（（
（

る
。

　

た
だ
し
、
本
件
お
よ
び
先
の
紹
介
し
た
一
連
の
銀
行
の
貸
倒
引
当
金
の

事
案
を
離
れ
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
認
め
た
従
来
の
裁
判
例
の
中
で
、

公
正
な
る
会
計
慣
行
を
「
公
正
性
」
お
よ
び
「
慣
行
性
」
に
分
け
て
論
じ

る
裁
判
例
は
評
者
の
探
し
た
範
囲
で
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
従
来
、
公

正
な
る
会
計
慣
行
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
多
く
の
場
合
が
「
企
業
会
計

原
則
」
で
あ
り
、
企
業
会
計
原
則
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
「
原
則
と
し

て
」
該
当
す
る
と
い
う
結
論
は
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
条
文
が
導
入
さ

れ
た
立
法
当
時
か
ら
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
帰
結
で
あ
っ
た
た
め
、「
公

正
性
」
や
「
慣
行
性
」
に
分
け
て
議
論
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
だ
け
で
は

な
か
ろ
う
か
。
評
釈
の
中
に
も
、
本
判
決
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
公
正
な

る
会
計
慣
行
の
一
般
論
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ
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る
（
弥
永
・
前
掲
注
（
１
）
文
献
二
七
頁
）。

（
二
）
原
審
と
の
対
比

　

本
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
な
公
正
な
る
会
計
慣
行
性
の
判
断
の
最
後
に

「
原
判
決
の
説
示
中
に
は
、
以
上
の
判
断
と
異
な
る
か
の
よ
う
な
部
分
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
」
と
判
示
し
て
お
り
、
原
審
（
①
判
決
）
の
判
示

と
は
微
妙
な
差
異
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

原
審
は
大
蔵
省
通
達
の
中
に
あ
る
「
決
算
経
理
基
準
」
を
「
公
正
な
る

会
計
慣
行
」に
当
た
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
根
拠
は
、当
時
の
銀
行
法
が
、

大
蔵
大
臣
に
銀
行
へ
の
監
督
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
こ
と

（
銀
行
法
二
四
条
一
項
、
二
五
条
一
項
、
二
六
条
）
か
ら
、
大
蔵
大
臣
が

銀
行
へ
の
監
督
権
限
に
基
づ
き
通
達
の
中
で
銀
行
の
決
算
の
基
準
と
な
る

べ
き
決
算
経
理
基
準
を
定
め
、
こ
の
決
算
経
理
基
準
に
長
銀
そ
の
他
の
金

融
機
関
が
従
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
の
銀
行

監
査
特
別
委
員
会
も
決
算
経
理
基
準
を
商
法
三
二
条
二
項
に
い
う
公
正
な

る
会
計
慣
行
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
と
し
た
こ
と
を
挙

げ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
原
審
は
、
大
蔵
省
通
達
の
決
算
経
理
基
準
が
公
正
な
る
会

計
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
資
産
査
定
通
達
等
に
よ
る
基

準
が
、
そ
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
等
か
ら
合
理
性
を
判
断
し
て
決
算
経
理
基
準

を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
構
成
に
よ
っ
て
、
公
正
な
る
会
計

慣
行
と
な
る
と
し
た
。
原
審
に
は
、
本
判
決
と
比
較
し
て
、
決
算
経
理
基

準
一
般
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
該
当
す
る
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
に
よ

る
議
論
を
採
用
し
て
い
る
点
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提

と
し
て
銀
行
法
と
い
う
通
常
の
会
社
と
は
異
な
る
会
社
法
・
商
法
の
特

別
法
と
し
て
の
金
融
法
的
な
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

こ
の
よ
う
に
金
融
法
的
な
考
慮
が
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
計
算
書
類
の

よ
う
な
商
法
的
規
制
・
会
社
法
的
規
制
に
も
読
み
込
ま
れ
る
と
い
う
立

場
（Jonathan R. M

acey and M
aureen O

’Hara, T
he Corporate 

G
overnance of Banks, FRBN

Y
 Econom

ic Policy Review
 A

pril 

2003, 93, 97-, 102-

）
は
、
融
資
の
際
の
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
、
銀

行
な
ど
金
融
機
関
の
取
締
役
は
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
防
止
の
観
点

か
（
（（
（

ら
、
安
全
性
の
高
い
経
営
に
裁
量
が
狭
ま
る
と
い
う
解

（
（（
（

釈
（
岩
原
紳

作｢

金
融
機
関
取
締
役
の
注
意
義
務｣

落
合
還
暦
・
商
事
法
へ
の
展
望

［
二
〇
〇
六
年
・
商
事
法
務
］
二
一
一
頁
）
と
同
方
向
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
控
訴
審
で
あ
る
本
判
決
は
金
融
機
関
の
認
識
の

み
を
根
拠
に
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
認
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
も
読
め
る

が
、「
こ
れ
ら
の
通
達
や
事
務
連
絡
は
、
金
融
機
関
の
監
督
官
庁
が
、
そ

の
検
査
等
に
当
た
っ
て
の
要
点
に
つ
い
て
一
定
の
枠
組
み
を
定
め
た
も
の
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で
あ
る
か
ら
、そ
の
検
査
等
を
受
け
る
金
融
機
関
の
側
に
も
、こ
れ
に
沿
っ

た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
」
る
と
判
示
し
て
い
る
点

（
判
時
一
四
一
頁
一
段
目
）
に
、
原
審
を
引
き
継
ぎ
、
金
融
機
関
の
特
殊

性
を
認
め
た
も
の
と
読
み
込
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
現
在
の
感

覚
か
ら
す
れ
ば
や
や
雑
で
は
あ
る
が
、
健
全
性
確
保
や
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・

リ
ス
ク
の
防
止
の
観
点
ま
で
降
り
て
具
体
的
に
検
討
す
る
の
で
は
な

（
（（
（

く
、

大
蔵
省
の
通
達
に
従
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
金
融
法
的
考
慮
を
満
た
し
た

と
評
価
す
る
の
で
あ
れ

（
（（
（

ば
、
こ
の
よ
う
な
金
融
法
的
考
慮
に
よ
っ
て
「
当

然
」
と
判
示
し
た
前
掲
判
文
よ
り
、
公
正
性
の
要
件
も
満
た
し
た
と
判
断

し
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

日
債
銀
の
刑
事
一
審
判
決
（
⑦
判
決
）
に
お
い
て
も
、
金
融
機
関
の
特

殊
性
、
監
視
・
監
督
の
必
要
性
か
ら
、
通
達
等
に
反
す
る
こ
と
は
公
正
な

る
会
計
慣
行
違
反
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、
単
に
慣
行
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば

よ
い
と
い
う
の
は
な
く
、
金
融
法
的
特
殊
考
慮
を
も
っ
て
公
正
性
の
要
件

の
充
足
を
判
断
し
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
点
で
本
件
及
び
原
審
と
共
通

す
る
。

（
三
）
民
事
事
件
判
決
と
の
対
比

　

以
上
の
よ
う
な
刑
事
判
決
に
対
し
て
、
民
事
判
決
は
、
公
正
な
る
会
計

慣
行
を
否
定
し
た
が
、そ
の
際
の
判
断
枠
組
み
は
、刑
事
事
件
と
は
異
な
る
。

　

ま
ず
、
民
事
事
件
に
お
い
て
は
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
一
般
論
を
提

示
し
て
い
る
点
が
刑
事
事
件
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。「
公
正
」
と
は

会
社
の
「
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
明
言
し
、

慣
行
に
つ
い
て
は
「
民
法
九
二
条
に
お
け
る
『
事
実
た
る
慣
習
』
と
同
義

に
解
す
べ
き
」
と

（
（（
（

し
、「
斟
酌
」
に
つ
い
て
は
、「
特
段
の
事
情
が
な
い
限

り
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
解
釈
し
た
。

　

民
事
事
件
で
は
、
従
来
の
税
法
基
準
が
少
な
く
と
も
以
前
は
公
正
な
る

会
計
慣
行
で
あ
っ
た
と
い
う
判
断
を
前
提
に
し
て
、
既
に
通
達
等
に
基
づ

い
た
会
計
処
理
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
根

拠
と
な
っ
て
い
た
通
達
の
内
容
の
変
更
が
な
さ
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
新
し
い
通
達
の
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
な
る
の
か
、
と
い
う

問
題
の
立
て
方
を
し
て
い
る
。

　

厳
密
に
言
え
ば
、
一
審
判
決
（
②
判
決
）
は
、
従
来
の
公
正
な
る
会
計

慣
行
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
通
達
の
変
更
・
改
正
に
よ
っ
て
新
基
準
が
公

正
な
る
会
計
慣
行
と
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
の
立
て
方
を
し
て
い

る
よ
う
に
も
読
め
る
。
だ
が
、
従
来
の
裁
判
例
に
拠
れ
ば
、
公
正
な
る
会

計
慣
行
と
い
う
も
の
は
複
数
併
存
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め（
⑨
判
決
、

最
判
平
成
五
年
一
一
月
二
九
日
民
集
四
七
巻
九
号
五
二
七
八
頁
）、
新
基

準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
旧
基
準

が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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そ
こ
で
、
控
訴
審
判
決
（
③
判
決
）
は
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
も
配

慮
し
て
、
従
来
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
通
達
の
内

容
の
変
更
に
よ
っ
て
、
新
基
準
が
「
唯
一
の
」
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
な

る
場
合
と
い
う
よ
う
に
、
原
審
よ
り
も
「
唯
一
性
」
を
強
調
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
問
題
把
握
を
し
た
上
で
、
一
審
、
控
訴
審
と
も
に
、
新
基

準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
な
る
場
合
、
な
い
し
、
唯
一
の
公
正
な
る
会

計
慣
行
に
な
る
場
合
を
要
件
に
立
て
て
い
る
。

　

一
審
（
②
判
決
）
は
、
①
内
容
の
公
正
、
②
企
業
会
計
の
継
続
性
の
確

保
の
観
点
か
ら
支
障
が
生
ず
る
よ
う
な
場
合
の
手
当
て
、
③
改
正
手
続
の

適
正
、
④
新
た
に
法
規
に
よ
り
企
業
会
計
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場
合
と

同
程
度
に
一
義
的
で
明
確
で
あ
る
こ
と
、
⑤
規
範
と
し
て
拘
束
性
が
あ
る

こ
と
の
周
知
徹
底
、
の
五
つ
を
要
件
に
し
て
い
る
。

　

他
方
、控
訴
審
判
決
（
③
判
決
）
は
、①
「
公
正
性
の
要
件
」
と
し
て
、「
当

該
銀
行
の
利
害
関
係
人
ら
に
対
し
、
営
業
上
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
、
社
会
通
念
上
合
理
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
」、
②
「
慣
行
性
の
要
件
」
と
し
て
、「
そ
の
基
準
時
点
と
さ

れ
る
時
点
以
後
、
あ
る
業
種
の
商
人
の
実
務
に
お
い
て
広
く
反
復
継
続
し

て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」、③
「
慣

行
性
の
要
件
を
兼
ね
た
唯
一
性
の
要
件
」
と
し
て
「
抵
触
す
る
従
前
の
慣

行
に
従
っ
た
会
計
処
理
を
廃
止
し
、
暫
定
的
限
時
的
に
も
例
外
的
な
取
扱

い
を
許
容
し
な
い
こ
と
が
一
義
的
に
明
確
で
あ
る
こ
と
」、「
基
準
と
し
て

整
備
さ
れ
る
べ
き
内
容
が
明
確
で
あ
る
こ
と
」、「
基
準
の
変
更
に
伴
い
関

係
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
と
な
る
場
合
に
は
必
要
な
手
当
て
が
な
さ
れ
る

こ
と
」、「
関
係
者
に
対
す
る
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
の
三
要

件
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
一
義
的
に
明
確
で
あ
る
こ
と
や
周
知
徹
底
性
の

点
か
ら
、
要
件
の
充
足
を
否
定
し
た
。

（
四
）
刑
事
下
級
審
と
民
事
の
違
い

　

こ
の
よ
う
に
、
刑
事
下
級
審
判
決
と
民
事
判
決
を
比
較
す
る
と
、
①
問

題
把
握
の
違
い
、
②
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
一
般
論
の
有
無
、
③
唯
一
性

へ
の
無
頓
着
（
た
だ
し
民
事
一
審
も
）、
④
当
時
の
金
融
機
関
の
認
識
、

の
四
点
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

問
題
把
握
の
方
法
が
違
う
と
い
う
点
は
、
先
述
の
通
り
、
資
産
査
定
通

達
等
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
言
え
る
か
、
と
い
う
問
題
枠
組
み
の
刑
事

事
件
に
対
し
て
、
民
事
で
は
、
通
達
の
内
容
の
変
更
に
よ
っ
て
公
正
な
る

会
計
慣
行
も
変
更
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
の
立
て
方
で
あ
る
と
い
う
違

い
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
把
握
に
違
い
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た

り
以
下
の
四
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
①
民
事
と
刑
事
の
事
案
の
相
違

と
し
て
、
刑
事
で
は
平
成
一
〇
年
三
月
の
決
算
配
当
の
み
が
問
題
と
な
っ
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て
い
る
の
で
平
成
一
〇
年
三
月
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
を
問
題
に
す
れ
ば

よ
か
っ
た
。
他
方
、
長
銀
民
事
事
件
は
平
成
一
〇
年
三
月
の
決
算
配
当
の

ほ
か
に
平
成
九
年
九
月
の
中
間
配
当
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
平
成

九
年
九
月
時
点
で
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
平
成
一
〇
年
三
月
時
点
の
公

正
な
る
会
計
慣
行
の
二
つ
が
問
題
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
平
成
九
年
九
月

時
点
で
は
従
来
の
税
法
基
準
で
も
公
正
な
る
会
計
慣
行
を
満
た
す
の
が
ほ

ぼ
明
ら
か
な
の
に
対
し
て
、
平
成
一
〇
年
三
月
時
点
で
は
刑
事
下
級
審
が

公
正
な
る
会
計
慣
行
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
意
見
が
分
か
れ

う
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
平
成
九
年
九
月
か
ら
平
成
一
〇
年
三
月
ま
で
の
時

間
経
過
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
公
正
な
る
会
計
慣
行
が
変
わ
っ
た
の
か
と

い
う
形
で
問
題
把
握
を
行
い
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

意
味
で
は
、
単
に
事
案
と
の
関
係
で
判
断
し
や
す
い
形
で
問
題
を
切
り
出

し
た
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
理
論
的
に
重
要
な
差
異
で
は
な
い
。

　

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
刑
事
と
民
事
の
問
題
把
握
を
分
け
た
の
は
、
②

公
正
な
る
会
計
慣
行
と
い
う
も
の
は
複
数
存
在
し
う
る
と
い
う
点
へ
の
配

慮
の
程
度
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
も
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
が
複

数
存
在
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
判
示
は
一
部
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
新

基
準
が
唯
一
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
根
拠
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、民
事
事
件
で
は
、と
り
わ
け
控
訴
審
判
決
で
は
、

公
正
な
る
会
計
慣
行
が
唯
一
決
ま
る
場
合
と
い
う
も
の
を
か
な
り
限
定
し

て
読
み
込
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
③
刑
事
、
と
く
に
原
審
は
、
大
蔵
省
通
達
に
よ
る
規
範
形
成

を
、
企
業
会
計
原
則
の
よ
う
な
、
一
種
の
立
法
委
任
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
点
も
問
題
把
握
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
原

審
で
は
、
決
算
経
理
基
準
を
一
般
論
と
し
て
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
し
て

し
ま
う
こ
と
で
、
あ
る
種
の
白
地
委
任
を
認
め
て
い
る
と
も
読
め
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
で
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
通
達
の
内
容
の
変
更

に
よ
っ
て
公
正
な
る
会
計
慣
行
が
変
更
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
意
味
で
立

法
委
任
（
白
地
委

（
（（
（

任
）
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
単
純

に
通
達
の
内
容
の
変
更
を
そ
の
ま
ま
会
計
慣
行
の
変
更
と
認
定
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
た
め
の
要
件
を
課
す
こ
と
で
、
要
件
の
中
で
、
公
正
な
る

会
計
慣
行
で
あ
る
こ
と
、
唯
一
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
こ
と
の
判

断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
把
握
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
。
ま
ず
、

刑
事
の
原
審
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
決
算
経
理
基
準
一
般
を
公
正
な
る
会

計
慣
行
と
見
た
上
で
、
資
産
査
定
通
達
な
ど
が
決
算
経
理
基
準
に
補
充
さ

れ
る
か
否
か
と
い
う
形
で
問
題
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
は
、
本
来
論
じ
る

べ
き
個
別
具
体
的
な
基
準
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
該
当
性
の
問
題
を
直
接

に
論
じ
ず
に
、
間
接
に
論
じ
る
こ
と
に
な
り
迂
遠
と
評
価
で
き
る
。
他

方
、
民
事
の
よ
う
に
、
通
達
内
容
の
変
更
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
へ
与
え
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る
影
響
と
い
う
形
で
検
討
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
平
成
一
〇
年
三

月
当
時
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
か
否
か
を
直
接
論
じ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
民
事
の
問
題
把
握

に
も
迂
遠
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
刑
事
・
民
事
ど
ち
ら
も
が
迂
遠
で
あ
る
理
由
は
、本
件
は
、

通
達
と
は
異
な
る
会
計
処
理
を
し
て
い
る
事
案
で
、
そ
れ
が
公
正
な
る
会

計
慣
行
違
反
か
否
か
を
論
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
は

複
数
存
在
し
う
る
と
い
う
従
来
の
裁
判
例
・
学
説
の
立
場
を
前
提
に
す
る

な
ら
ば
、
通
達
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
通
達
以
外

の
会
計
処
理
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
に
な
る
か
ど
う
か
に
は
、
直
接

影
響
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
下
級
審
・
民
事
判
決
と
も
に
、
通

達
と
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
の
関
係
と
い
う
形
で
問
題
把
握
を
し
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
銀
の
事
案
に
対
し
て
、
日
債
銀
の
民
事
一

審
判
決
（
⑨
判
決
）
が
、公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
を
否
定
す
る
際
に
、「
原

告
の
主
張
す
る
会
計
基
準
が
、
唯
一
絶
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る

に
足
り
る
証
拠
は
な
」
い
と
い
う
簡
単
な
理
由
の
み
判
示
し
て
済
ま
せ
た

点
は
非
常
に
参
考
に
な
る
。
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
の
証
明
責
任
は
責

任
追
及
側
（
株
主
、
検
察
官
）
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
追
及
側
が
あ
る
会
計

基
準
を
公
正
な
る
会
計
慣
行
と
主
張
す
る
だ
け
で
は
証
明
責
任
を
果
た
し

て
い
な
い
と
し
て
、
責
任
を
否
定
す
る
の
も
、
裁
判
官
の
適
切
な
訴
訟
運

営
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
肯
定
さ
れ
て
良
い
と
思
わ
れ

（
（（
（

る
。

　

そ
し
て
問
題
把
握
方
法
の
違
い
は
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
が
複
数
存
在

す
る
こ
と
へ
の
配
慮
の
程
度
の
差
異
に
も
つ
な
が
る
。刑
事
下
級
審
で
は
、

一
審
・
高
裁
と
も
あ
っ
さ
り
と
唯
一
性
を
認
め
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、

民
事
で
は
、
と
り
わ
け
控
訴
審
で
は
、
唯
一
と
い
え
る
た
め
の
要
件
と
し

て
一
義
的
明
確
性
を
課
す
な
ど
、
相
当
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
民
事
判
決

に
も
や
や
迂
遠
な
点
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
唯
一
の
公
正
な
る
会
計
慣
行

と
認
定
す
る
た
め
のreasoning

と
し
て
、
一
義
的
明
確
性
を
要
求
す
る

こ
と
で
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
該

当
す
る
基
準
は
何

（
（（
（

か
」
で
は
な
く
「
当
該
会
計
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣

行
に
合
致
す
る
の
か
否
か
」
で
あ
る
と
い
う
問
題
点
が
明
白
に
な
っ
て
い

る
限
り
で
は
、
民
事
判
決
の
理
論
構
成
を
支
持
し
う
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
法
律
論
の
違
い
の
ほ
か
に
、
民
事
と
刑
事
下
級
審
で

は
、
金
融
機
関
が
新
基
準
を
遵
守
す
べ
き
と
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
の

事
実
認
定
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
刑
事
で
は
、
Ｙ
ら
の
自
白
が
あ
る
こ
と

も
相
ま
っ
て
、
金
融
機
関
一
般
が
新
基
準
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
が
、
民
事
事
件
で
は
、
自
白
の

任
意
性
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
判
示
ま
で
し
て
、
金
融
機
関
の
認
識
を

否
定
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
認
定
の
違
い
は
、
税
効
果
会
計
制
度
の
導
入

の
遅
れ
と
並
べ
て
、
民
事
判
決
が
一
義
的
明
確
性
や
周
知
徹
底
性
と
い
っ
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た
要
件
充
足
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
刑

事
下
級
審
判
決
で
は
、
金
融
機
関
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
公
正
な
る
会

計
慣
行
性
を
肯
定
す
る
論
拠
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
刑
事
下
級
審
と
民

事
の
結
論
の
違
い
の
理
由
に
は
、
法
律
論
の
ほ
か
に
、
こ
の
事
実
認
定
の

違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
刑
事
上
告
審
と
の
対
比

　

こ
の
よ
う
な
刑
事
下
級
審
と
民
事
判
決
の
差
異
を
経
て
出
さ
れ
た
の
が

刑
事
上
告
審
判
決
（
④
⑪
判
決
）
で
あ
る
。
本
件
上
告
審
は
、
本
件
会
計

処
理
を
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
反
し
な
い
と
の
結
論
を
採
用
し
た
。
そ
の

根
拠
と
し
て
「
資
産
査
定
通
達
等
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
改
正
後
の
決
算

経
理
基
準
は
、
金
融
機
関
が
そ
の
判
断
に
お
い
て
的
確
な
資
産
査
定
を
行

う
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、・
・
・
大
枠
の
指
針
を
示

す
定
性
的
な
も
の
で
、
そ
の
具
体
的
適
用
は
必
ず
し
も
明
確
と
な
っ
て
お

ら
ず
、
取
り
分
け
、
別
途
九
年
事
務
連
絡
が
発
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
母
体
行
主
義
を
背
景
と
し
て
、
一
般

取
引
先
と
は
異
な
る
会
計
処
理
が
認
め
ら
れ
て
い
た
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
等

に
対
す
る
貸
出
金
に
つ
い
て
の
資
産
査
定
に
関
し
て
は
、
具
体
性
や
定
量

性
に
乏
し
く
、
実
際
の
資
産
査
定
が
容
易
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
上
、

資
産
査
定
通
達
等
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
改
正
後
の
決
算
経
理
基
準
が
関

連
ノ
ン
バ
ン
ク
等
に
対
す
る
貸
出
金
に
つ
い
て
ま
で
同
基
準
に
従
っ
た
資

産
査
定
を
厳
格
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
自
体
も
明
確
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
明
確
性
が
欠
け
る
点
を
強
調
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
確
性
が
な
い
場
合
は
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
と

し
て
法
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
た
（
岸
田
・
前
掲
注
（
４
）
商

事
法
務
一
八
四
五
号
二
九

（
（（
（

頁
）。

　

刑
事
上
告
審
は
、
厳
格
に
償
却
・
引
当
を
要
求
す
る
新
基
準
が
当
時
の

「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
で
は
な
い
と
い
う
形
で
解
決
し
た
。
民
事
判
決

や
刑
事
下
級
審
判
決
が
、
新
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
旧
基
準
（
税
法
基
準
）
で
会
計
処
理
を
す
る
こ
と
も
「
公

正
な
る
会
計
慣
行
」
に
反
し
て
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
形
で
（
迂
遠
な
）

問
題
把
握
を
し
て
き
た
の
と
は
異
な
る
。
刑
事
上
告
審
の
法
律
構
成
は
当

時
の
公
正
な
る
会
計
慣
行
を
検
討
す
る
こ
と
の
み
で
直
接
に
問
題
を
解
決

し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
一
般
論
を
過
度
に
抽
象
化
す
る
と
、
平
成
一
〇

年
三
月
当
時
に
厳
格
に
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
向
け
貸
出
金
の
償
却
・
引
当
を

行
っ
た
場
合
に
は
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い

う
や
や
疑
問
の
残
る
結
論
に
な
り
か
ね
な

（
（（
（

い
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
抽
象

化
を
行
う
べ
き
で
な
い
と
す
る
と
、
刑
事
上
告
審
の
提
示
し
た
厳
格
な
新

基
準
が
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
で
は
な
い
と
い
う
命
題
は
、当
時
の
「
公

正
な
る
会
計
慣
行
」
は
、
厳
格
な
償
却
・
引
当
ま
で
義
務
付
け
て
い
る
と
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解
釈
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
論
拠
と
し
て
明
確
性

に
欠
け
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
償
却
・
引
当
の
可
否
に
つ

い
て
は
幅
を
も
っ
た
も
の
と
判
断
し
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
上
告
審
の
判
断
枠
組
は
、
従
前
の
民
事
・
刑
事
下
級
審
判

決
と
判
断
枠
組
み
が
異
な
る
。
従
前
の
民
事
・
刑
事
下
級
審
判
決
は
「
貸

出
金
に
厳
格
に
償
却
・
引
当
を
義
務
付
け
る
新
基
準
」（「
基
準
Ａ
」
と
す

る
）
と
「
税
法
基
準
と
し
て
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
（
ま
た
は
支
援
先
）
に
は

貸
出
金
に
償
却
・
引
当
を
し
な
い
旧
基
準
」（「
基
準
Ｂ
」
と
す
る
）
の
二

つ
の
基
準
の
う
ち「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」と
認
め
ら
れ
る
の
は
ど
れ
か
、

基
準
Ａ
の
み
な
の
か
、
基
準
Ｂ
も
含
む
の
か
と
い
う
形
で
議
論
を
進
め
、

民
事
判
決
は
基
準
Ａ
の
ほ
か
基
準
Ｂ
も
含
む
と
判
断

（
（（
（

し
、
刑
事
は
基
準
Ａ

だ
け
と
判
断
し
て
結
論
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
上
告
審
は
、

基
準
Ａ
と
の
比
較
と
し
て
「
貸
出
金
に
償
却
・
引
当
を
義
務
付
け
る
か
ど

う
か
は
解
釈
・
適
用
に
相
当
の
幅
が
生
じ
て
お
り
一
定
の
裁
量
に
任
せ
ら

れ
て
い
る
」
と
い
う
基
準
A’
を
考
え
、
こ
の
基
準
Ａ
と
A’
と
比
較
し
て
、

基
準
A’
を
採
用
し
た
の
で
あ

（
（（
（

る
。

　

ま
た
、
上
告
審
に
お
い
て
は
、
本
判
決
と
微
妙
に
事
実
認
定
が
異
な
っ

て
い
る
と
も
読
め
る
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「『
資
産

査
定
通
達
等
』
に
定
め
る
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
よ
う
な
自
己
査
定

基
準
の
作
成
や
こ
れ
に
よ
る
自
己
査
定
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
事
態
に

至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
金
融
機
関
の
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
た
」
と
す

る
の
に
対
し
、
上
告
審
で
は
「
平
成
一
〇
年
三
月
期
の
決
算
に
関
し
て
、

多
く
の
銀
行
で
は
、
少
な
く
と
も
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
等
に
対
す
る
貸
出
金

に
つ
い
て
の
資
産
査
定
に
関
し
て
、
厳
格
に
資
産
査
定
通
達
等
に
よ
っ
て

補
充
さ
れ
る
改
正
後
の
決
算
経
理
基
準
に
よ
る
べ
き
も
の
と
は
認
識
し
て

お
ら
ず
、
現
に
長
銀
以
外
の
同
期
の
各
銀
行
の
会
計
処
理
の
状
況
を
み
て

も
、
大
手
行
一
八
行
の
う
ち
一
四
行
は
、
長
銀
と
同
様
、
関
連
ノ
ン
バ
ン

ク
等
に
対
す
る
将
来
の
支
援
予
定
額
に
つ
い
て
は
、
引
当
金
を
計
上
し
て

お
ら
ず
、
こ
れ
を
引
当
金
と
し
て
計
上
し
た
銀
行
は
四
行
に
過
ぎ
な
か
っ

た
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
上
告
審
の
事
実
認
定
は
民
事
判
決
と
共
通
す
る

も
の
で
あ
り
、
本
判
決
そ
の
他
刑
事
下
級
審
の
事
実
認
定
と
は
異
な
る
。

上
告
審
判
決
の
判
文
か
ら
す
れ
ば
、
形
式
上
、
明
確
性
に
欠
け
る
と
い
う

点
と
金
融
機
関
の
認
識
の
問
題
と
は
分
け
て
書
い
て
お
り
、
そ
の
上
で
、

前
者
の
判
断
の
理
由
は
主
に
資
産
査
定
通
達
の
文
言
等
の
み
に
求
め
て
お

り
、
明
確
性
に
欠
け
る
点
の
み
で
上
告
審
判
決
の
結
論
を
導
け
る
と
す
れ

ば
、
金
融
機
関
の
認
識
は
傍
論
と
も
整
理
で
き
、
取
り
立
て
て
問
題
に
す

る
べ
き
こ
と
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
質
論
と
し
て
は
、
資
産
査

定
通
達
等
の
金
融
機
関
の
認
識
が
、
通
達
自
体
が
明
確
で
な
い
と
の
判
断

の
背
後
に
入
り
込
ん
で
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

仮
に
、
こ
の
点
で
の
事
実
認
定
に
齟
齬
が
な
い
と
理
解
す
る
の
で
あ
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れ
（
（（
（

ば
、
本
判
決
が
、
当
時
の
「
金
融
機
関
の
共
通
の
認
識
」
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は「『
資
産
査
定
通
達
等
』に
定
め
る
基
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
」

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
上
告
審
判
決
も
「
資

産
査
定
通
達
等
に
定
め
る
基
準
」
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
の
が
共
通
の
認
識
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
判
断
は
一
致
し
て
お
り
、「
多

く
の
銀
行
」
が
「
認
識
し
て
」
い
な
か
っ
た
も
の
は
、
資
産
査
定
通
達
等

に
定
め
る
内
容
を
「
厳
格
に
」
適
用
し
た
基
準
、す
な
わ
ち
「
厳
格
基
準
」

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
告
審
判
決
で
は
、
遵

守
す
る
の
が
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
「
資
産
査
定
通
達
等
に
定
め
る
基

準
」
の
内
容
の
解
釈
が
本
判
決
と
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
関

連
ノ
ン
バ
ン
ク
に
ま
で
厳
格
に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と

読
む
こ
と
に
な
ろ

（
（（
（

う
。

（
六
）
見
落
と
さ
れ
た
事
実

　

な
お
、
本
件
で
引
当
金
・
償
却
の
必
要
性
の
認
識
ま
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
実
体
的
に
不
良
債
権
で
あ
る
債
権
が
大
量
に
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
も
配
当
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
必
ず
し

も
断
定
し
て
は
い
な
い
と
こ
ろ
、
ス
イ
ス
銀
行
を
引
受
人
と
す
る
増
資

の
計
画
を
実
施
す
る
目
的
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
判
時
一
九
一
二
号

一
五
五
頁
二
段
目
等
）。
長
銀
は
、バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
自
己
資
本
比
率
八
％

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、ス
イ
ス
銀
行
に
新
株
発
行
を
す
る
必
要
が
あ
り
、

ス
イ
ス
銀
行
に
新
株
発
行
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
配
当
を
続

け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
配
当
の
実
施
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
違
法
か
否
か
は
と
も
か
く
、
配
当
を
実
施
す
る
た

め
に
不
良
債
権
処
理
を
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
は

あ
る
種
の
故
意
の
利
益
操
作
に
近
い
意
図
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
が
、
刑
事
・
民
事
の
一
連
の
判
決
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。

　

有
罪
で
あ
る
た
め
こ
の
事
情
へ
の
言
及
が
そ
も
そ
も
不
要
で
あ
っ
た
刑

事
下
級
審
は
別
に
し
て
、
責
任
を
否
定
し
た
民
事
事
件
に
お
い
て
は
、
新

株
発
行
の
株
価
を
維
持
す
る
た
め
に
配
当
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
計
算
処

理
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、
ま
た
、
継
続
性
の
原
則
と
い

う
問
題
は
検
討
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
得
津
・

前
掲
注
（
２
）
判
批
一
一
七
頁
）。

四
．
若
干
の
論
点

　

最
後
に
、
刑
事
法
の
論
点
と
し
て
二
点
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
点
が
あ
る
た

め
簡
単
に
言
及
す
る
。
ま
ず
、
本
件
の
よ
う
な
違
法
性
の
認
識
可
能
性
と

会
社
法
で
の
取
締
役
の
違
法
配
当
責
任
の
任
務
懈
怠
責
任
化
・
過
失
責
任

化
（
会
社
法
四
六
二
条
二
項
）
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
件
の
刑
事
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下
級
審
と
刑
事
上
告
審
、
民
事
判
決
は
、
事
実
認
定
と
法
律
解
釈
論
の
両

方
が
異
な
る
た
め
比
較
が
難
し
い
が
、
刑
事
下
級
審
に
お
い
て
は
、
Ｙ
ら

は
決
算
経
理
基
準
な
い
し
資
産
査
定
通
達
等
に
反
す
る
と
い
う
認
識
が
あ

る
と
い
う
認
定
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
決
算
経
理
基
準
違
反
・
資
産
査
定

通
知
等
違
反
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
・
商
法
違
反
に
な
る
と
い
う
認

識
ま
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
違
法
性
の
認
識
可
能
性
の
問
題
と
な

り
、
単
に
違
法
性
の
認
識
が
な
い
だ
け
で
は
犯
罪
の
成
立
は
阻
却
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

反
面
、
民
事
に
お
い
て
刑
事
の
よ
う
な
公
正
な
る
会
計
慣
行
解
釈
が
採

用
さ
れ
た
場
合
、
会
社
法
に
よ
る
過
失
責
任
化
・
任
務
懈
怠
責
任
化
と
の

関
係
で
、
刑
事
で
は
責
任
の
否
定
を
直
接
に
は
導
け
な
い
違
法
性
の
錯
誤

が
、
会
社
法
の
任
務
懈
怠
の
存
否
の
場
面
で
は
否
定
す
る
方
向
に
働
く
可

能
性
も
あ
る
。
会
社
法
の
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
は
、
刑
法
の
違
法
性

と
責
任
の
よ
う
に
二
分
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
保
障
は
な
く
（
潮
見
佳
男

｢

民
法
か
ら
み
た
取
締
役
の
義
務
と
責
任｣

商
事
法
務
一
七
四
〇
号
三
八

頁
）、
仮
に
二
分
論
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
任
務
懈
怠
責
任
の
中
で
の

責
任
概
念
が
刑
法
の
責
任
概
念
の
よ
う
に
主
観
的
要
素
に
特
化
し
た
概
念

と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
違
い
に
よ
っ
て
、
本
件
が
そ
う
で
あ
る
か
否
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
今
後
、
刑
事
で
は
責
任
を
肯
定
し
、
民
事
で
は
責
任

を
否
定
す
る
と
い
う
「
ね
じ
れ
判
決
」
が
発
生
す
る
こ
と
は
あ
り
う

（
（（
（

る
。

　

ま
た
、
本
件
の
よ
う
な
公
正
な
る
会
計
慣
行
違
反
が
刑
事
責
任
と
結
び

付
く
場
面
で
は
罪
刑
法
定
主
義
に
つ
い
て
も
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
罪
刑

法
定
主
義
に
は
、
国
民
の
予
測
可
能
性
の
問
題
と
、
何
が
刑
罰
の
対
象
な

の
か
は
民
主
的
決
定
の
下
で
決
す
べ
き
と
い
う
法
律
主
義
の
問
題
と
い
う

異
な
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
佐
伯
仁
志
「
罪
刑

法
定
主
義
」法
学
教
室
二
八
四
号〔
二
〇
〇
四
年
〕五
二
頁
）。
本
判
決
は
、

国
民
の
予
測
可
能
性
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、そ
も
そ
も「
公

正
な
る
会
計
慣
行
」
と
い
う
条
文
を
用
い
た
時
点
で
民
主
主
義
・
法
律
主

義
の
要
請
は
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
か
ど
う
か
は
今
な
お
検

討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
（
久
保
大
作
「
商
法
上
の
会
計
規
範
の
決
定
に
関

す
る
一
考
察
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
四
巻
一
二
号
二
六
三
一
頁
、

原
田
大
樹
・
自
主
規
制
の
公
法
学
的
研
究
〔
二
〇
〇
七
年
・
有
斐
閣
〕

二
五
三
頁
）。

※
本
件
の
先
行
評
釈
と
し
て
野
村
稔
・
研
修
六
九
五
号
三
頁
、
河
津
博
・

銀
法
六
五
九
号
五
一
七
頁
（
銀
法
六
七
二
号
一
〇
一
頁
）、
論
文
と
し

て
弥
永
真
生
・
判
時
一
九
一
一
号
二
五
頁
、
片
木
晴
彦
・
広
島
法
科
大

学
院
論
集
三
号
一
七
七
頁
が
あ
る
。

〔
本
稿
は
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
若
手
研
究
（
Ｂ
）（
課
題
番
号
：
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（
１
）
評
釈
と
し
て
船
繁
夫
・
税
経
新
報
五
四
三
号
三
九
頁
、
論
文
と

し
て
弥
永
真
生
「
会
計
基
準
の
設
定
と
『
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
』」

判
時
一
九
一
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
五
頁
、
片
木
晴
彦
「
公
正

な
会
計
慣
行
と
取
締
役
の
責
任
：
日
本
長
期
信
用
銀
行
事
件
の
考

察
」
広
島
法
科
大
学
院
論
集
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
七
七
頁
が

あ
る
。

（
２
）
評
釈
と
し
て
船
繁
夫
・
税
経
新
報
五
四
三
号
三
九
頁
、
大
塚
和

成
・
銀
行
法
務
二
一
六
五
八
号
九
二
頁
、
片
木
晴
彦
・
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
三
一
三
号
〔
平
成
一
七
年
度
重
判
〕
一
〇
四
頁
、
太
田
剛

彦
・
判
タ
一
二
一
五
号
〔
平
成
一
七
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
〕

一
七
八
頁
、
得
津
晶
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
九
号
一
一
四
頁
が
あ

る
。
論
文
と
し
て
弥
永
・
前
掲
注
（
１
）
文
献
、
片
木
・
前
掲
注

（
１
）
文
献
が
あ
る
。

（
３
）
評
釈
と
し
て
西
田
祥
平
・
別
冊
判
タ
二
五
号
一
六
四
頁
、
論
文

と
し
て
片
木
・
前
掲
注
（
１
）
文
献
が
あ
る
。
な
お
、
片
木
・
前

掲
注
（
１
）
文
献
一
八
〇
頁
に
は
「
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平

成
一
八
年
七
月
二
四
日（
判
例
集
未
登
載
）で
あ
る
」と
あ
る
が
、

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日
は
口
頭
弁
論
終
結
日
で
あ
り
、
判
決
日

は
平
成
一
八
年
一
一
月
二
九
日
で
あ
る（
な
お
、片
木
前
掲
注（
１
）

文
献
公
刊
時
に
は
③
判
決
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）。

（
４
）
評
釈
と
し
て
岸
田
雅
雄
・
商
事
法
務
一
八
四
五
号
二
六
頁
、
岸

田
雅
雄
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
〔
別
冊
法
時
〕
三
九
号
七
〇

頁
、
弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
一
号
四
六
頁
、
弥
永
真
生
・

経
理
情
報
一
一
九
二
号
二
六
頁
、
渡
部
晃
・
金
法
一
八
五
七
号

二
〇
頁
、
一
八
五
八
号
二
四
頁 

、
一
八
五
九
号
四
〇
頁
、
津
田

尊
弘
・
研
修
七
三
三
号
一
九
頁
、
野
村
稔
・
判
評
六
〇
七
号
二
二

頁
（
判
時
二
〇
四
五
号
一
六
八
頁
）、 

大
和
正
治
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
税
研

情
報
一
八
巻
五
号
五
六
頁
、
河
津
博
史
・
銀
行
法
務
二
一
六
九
八

号
六
四
頁
、
岩
倉
正
和
＝
石
川
智
也
・
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
九
巻
一
号

三
三
頁
、
韓
敬
新
・
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
三
〇
号

二
九
五
頁
、
一
三
二
号
三
一
三
頁
〔
未
完
〕、
論
文
と
し
て
岸
田

雅
雄
「
会
計
基
準
違
反
に
対
す
る
刑
事
罰
と
公
正
会
計
慣
行
」
早

稲
田
法
学
八
五
巻
三

－

Ｉ
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
七
頁
が
あ

る
。
そ
の
ほ
か
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
・
商
事
法
務
一
八
四
一
号
六
六

頁
、
大
森
泰
人
・
金
法
一
八
九
〇
号
四
頁
、
一
八
九
一
号
八
頁
、

一
八
九
二
号
六
二
頁
、
西
崎
哲
郎
＝
野
村
修
也
＝
松
尾
直
彦
＝

森
公
高
「〈
座
談
会
〉
長
銀
・
日
債
銀
取
締
役
証
券
取
引
法
違
反

事
件
の
考
察
」
金
法
一
八
九
一
号
一
〇
頁
、
藤
田
和
之
・
民
研

六
一
六
号
三
六
頁
、
澤
口
実
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
三
八
巻
一
一
号
四
二
頁
、
ロ
―
フ
ァ
ー
ム
・
法
セ
六
四
六

号
一
三
四
頁
、ニ
ュ
ー
ス
・
商
事
一
八
四
〇
号
一
二
七
頁
等
も
参
照
。

（
５
）
論
文
と
し
て
弥
永
・
前
掲
注
（
１
）
文
献
が
あ
る
。

（
６
）
評
釈
と
し
て
大
塚
和
成
・
銀
行
法
務
二
一
六
三
九
号
四
九
頁

二
二
七
三
〇
〇
六
七
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
〕
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（
同
・
銀
行
法
務
二
一
増
刊
六
四
四
号
一
〇
六
頁
）、
出
口
正
義
・

判
例
評
論
五
五
五
号（
判
時
一
八
八
五
号
二
一
〇
頁
）、岸
田
雅
雄
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
一
号
（
平
成
一
六
年
度
重
判
）
一
〇
八
頁
、

齋
藤
毅
・
判
タ
一
一
八
四
号
（
平
成
一
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解

説
）
一
五
八
頁
、
片
木
晴
彦
・
会
社
法
判
例
百
選
〔
別
冊
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
八
〇
号
〕
一
七
〇
頁
、
久
保
大
作
・
法
学
新
報
一
一
五
巻

五
＝
六
号
三
三
三
頁
が
あ
る
。

（
７
）
評
釈
と
し
て
、弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
九
五
号
八
二
頁
、

渡
部
晃
・
商
事
法
務
一
八
九
四
号
四
頁
、
一
八
九
五
号
一
三
頁
、

一
八
九
六
号
四
八
頁
が
あ
る
。
関
連
し
て
ニ
ュ
ー
ス
一
八
八
六
号

五
五
頁
、ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
・
商
事
法
務
一
八
八
九
号
六
六
頁
、大
森
・

前
掲
注
（
４
）
文
献
、西
崎
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
座
談
会
参
照
。

（
８
）
た
だ
し
、
本
件
で
は
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
へ
の
貸
出
金
の
評
価
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
日
債
銀
事
件
で
は
、
独
立
系
ノ

ン
バ
ン
ク
な
い
し
不
良
債
権
受
皿
会
社
へ
の
貸
出
が
問
題
と
な
っ

て
お
り
、
税
法
基
準
を
適
用
し
た
場
合
に
償
却
・
引
当
が
不
要
と

な
る
「
支
援
先
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
こ

と
か
ら
差
戻
し
た
。
な
お
、
日
債
銀
の
破
棄
差
戻
判
断
に
反
対

し
、
無
罪
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
と
し
て
渡
部
・
前
掲

注
（
４
）
商
事
一
八
九
六
号
五
三
頁
。

（
９
）
民
事
第
一
審
判
決
（
②
判
決
）
は
、
通
達
等
の
平
成
一
〇
年
三

月
当
時
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
、
新
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行

で
は
な
い
と
認
定
し
た
判
示
と
も
評
価
し
得
る
（
得
津
・
前
掲
注

（
２
）
判
批
一
一
七
頁
）。

（
10
）
刑
事
上
告
審
（
⑪
判
決
）
の
評
価
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
日
債

銀
事
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
貸
出
金
の
融
資
先
は
日
債
銀
も

し
く
は
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
の
不
良
資
産
の
受
皿
会
社
等
も
含
ま
れ

て
お
り
、
貸
出
業
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い

た
め
「
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
」
と
は
評
価
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
関
連
ノ
ン
バ
ン
ク
と
ど
こ
ま
で
別
異
に
考
え
て
よ
い
か
は

議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
前
注
（
８
）
も
参
照
。

（
11
）
評
釈
と
し
て
滿
井
美
江
・
早
稲
田
法
学
八
四
巻
二
号
二
八
三
頁

が
あ
る
。

（
12
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
の
み

で
「
慣
行
」
と
認
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

慣
行
性
と
し
て
、「
事
実
た
る
慣
習
」（
民
法
九
二
条
）
と
同
様
、

繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
見
解
（
矢
沢
惇
・
商
法

改
正
の
諸
問
題
［
一
九
七
〇
年
・
商
事
法
務
研
究
会
］
一
七
頁
、

矢
沢
惇｢

商
法
改
正
要
綱
に
お
け
る
商
法
と
企
業
会
計
原
則｣

産

業
経
理
三
〇
巻
六
号
［
一
九
七
一
年
］
七
六
頁
、
味
村
治
ほ
か
・

改
正
商
法
及
び
監
査
特
例
法
等
の
解
説［
一
九
七
七
年
・
法
曹
会
］

一
一
九
頁
、
大
隅
健
一
郎
・
商
法
総
則
新
版
［
一
九
七
八
年
・
有

斐
閣
］二
一
九
頁
、矢
沢
惇
・
企
業
会
計
法
講
義
改
訂
版［
一
九
七
三

年
・
有
斐
閣
］
一
一
頁
な
ど
）・
裁
判
例
（
②
判
決
）
も
存
在
す
る
。

（
13
）
ほ
か
に
も
預
金
保
険
の
存
在
に
よ
っ
てdebt holder

に
よ

る
規
律
付
け
が
機
能
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
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る
。See, Jonathan R. M

acey, T
he P

olitical Science of 
R

egulating B
ank R

isk, 49 O
h
io S

t. L. J. 1277-, esp. in 
1280-, (1989) 

近
時
は
、
決
済
シ
ス
テ
ム
機
能
を
果
た
す
制
度
の

う
ち
銀
行
に
の
み
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
問
題
を
強
調
す
る
こ

と
は
お
か
し
い
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。See, D

aniel R. 
Fischel, A

ndrew
 M

. Rosenfield, and Robert S. Stillm
an, 

T
he R

egulation of Banks and Bank H
olding Com

panies, 
73 V

a. L. R
ev. 301-, esp. in 310 (1987). 

た
だ
し
、
そ
の
よ
う

な
見
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
預
金
の
預
入
業
務
と
貸
付
業
務
と

を
兼
業
す
る
銀
行
業
の
特
質
（
銀
行
法
二
条
二
項
一
号
）
か
ら
、

銀
行
は
、
通
常
、
一
覧
払
の
流
動
性
預
金
債
務
と
弁
済
期
が
固
定

さ
れ
る
貸
付
債
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
流
動
性
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
預
金
保
険
を
正
当
化
で
き
、

さ
ら
に
は
、
銀
行
に
対
し
て
法
規
制
に
よ
り
健
全
性
確
保
を
求
め

て
い
く
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
業
は
資
産

と
負
債
の
流
動
性
比
率
に
大
き
な
差
が
あ
る
た
め
、
流
動
性
預
金

者
（
債
権
者
）
は
、
他
の
債
権
者
が
支
払
い
を
求
め
な
い
の
で
あ

れ
ば
銀
行
業
務
が
継
続
さ
れ
支
払
を
即
座
に
求
め
な
い
方
が
利
息

等
を
得
る
こ
と
が
で
き
合
理
的
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の

債
権
者
が
支
払
い
を
求
め
る
な
ら
ば
流
動
性
不
足
に
よ
り
支
払
不

能
に
陥
る
の
で
仮
に
銀
行
業
を
継
続
さ
せ
て
利
息
を
受
け
取
っ
た

ほ
う
が
利
益
に
な
る
と
し
て
も
自
ら
も
支
払
を
求
め
に
い
く
ほ
う

が
合
理
的
と
な
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
全
債
権
者
が
考

え
れ
ば
、
本
来
は
継
続
し
た
ほ
う
が
預
金
者
に
と
っ
て
利
益
と
な

る
よ
う
な
銀
行
で
あ
っ
て
も
預
金
者
が
支
払
い
を
求
め
銀
行
業
が

停
止
す
る
と
い
う
い
わ
ば
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
陥
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
回
避
す
る
た
め
に
預

金
保
険
制
度
が
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
先
述
の
通
り
、
預
金

保
険
が
あ
る
た
め
、
預
金
者
は
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保
の
た

め
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
欠
け
る
こ
と
か

ら
、
か
わ
り
に
、
預
金
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
国
家
が
、
債
権
者

が
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
す
れ
ば
つ
け
た
で
あ
ろ
う
銀
行
の
財

務
状
況
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
コ
ベ
ナ
ン
ツ
の
内
容
を
、

銀
行
規
制
と
し
て
課
し
て
い
く
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
（M

acey, 
supra, 1280-; Fischel et al, supra 307-

は
こ
の
点
も
反
対
）。

（
14
）
銀
行
に
お
け
る
計
算
書
類
等
の
適
切
な
情
報
開
示
を
重
視
す
る

Jonathan R. M
acey and M

aureen O

’Hara, T
he Corporate 

G
overnance of Banks, FRBN

Y
 Econom

ic Policy Review
 

A
pril 2003, 93-

は
、
適
切
な
情
報
開
示
が
懈
怠
に
よ
り
な
さ
れ

な
か
っ
た
場
合
に
取
締
役
へ
の
個
人
責
任
を
課
す
べ
き
と
す
る
が

（id. 103

）、
他
方
、
一
般
論
と
し
て
の
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務

に
つ
い
て
は
近
時
の
裁
判
例
（A

ntherton v. FD
IC, 519 U

.S. 
213 (1997)

）
の
動
向
も
受
け
て
、
高
度
化
す
る
の
で
は
な
く
広

範
に
な
る
と
し
て
い
る
。

（
15
）
も
し
仮
に
銀
行
の
通
常
の
事
業
会
社
と
比
較
し
た
場
合
の
特
殊

性
で
あ
る
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
防
止
の
観
点
や
健
全
性
確
保
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の
観
点
と
い
う
具
体
的
レ
ベ
ル
に
ま
で
降
り
て
検
討
す
る
な
ら

ば
、
む
し
ろ
、
保
有
債
券
の
貸
倒
可
能
性
は
早
く
認
識
す
べ
き
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
本
件
や
日
債
銀
事
件
の
よ
う
に
貸
倒
リ
ス
ク

の
認
識
を
遅
ら
せ
た
処
理
を
す
る
場
面
で
は
、
通
常
事
業
会
社
に

比
し
て
、
責
任
を
厳
格
化
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

（
得
津
・
前
掲
注
（
２
）
判
批
一
一
六
頁
）。

（
16
）
本
件
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
平
成
一
〇
年
当
時
の
状
況
で
は
こ

の
よ
う
な
評
価
も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
た
だ
し
、慣
行
性
に
つ
い
て
は
反
対
説
の
ほ
う
が
有
力
で
あ
る
。

前
注
（
12
）
に
掲
げ
ら
れ
た
文
献
及
び
弥
永
・
前
掲
注
（
１
）
文

献
二
八
頁
な
ど
参
照
。

（
18
）「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
概
念
を
通
じ
て
白
地
委
任
と
な
る
こ

と
に
反
対
す
る
見
解
と
し
て
矢
沢
惇｢

商
法
改
正
要
綱
に
お
け
る

商
法
と
企
業
会
計
原
則｣

産
業
経
理
三
〇
巻
六
号（
一
九
七
一
年
）

七
五
頁
、
服
部
栄
三｢

会
計
の
慣
行
と
法
律｣

企
業
会
計
二
三
巻

二
号
（
一
九
七
一
年
）
四

－
五
頁
、
弥
永
・
前
掲
注
（
１
）
文
献

三
五
頁
注
（
27
）
な
ど
が
あ
る
。

（
19
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
久
保
・
前
掲
注
（
６
）
判
批
三
三
八
頁

以
下
は
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
の
問
題
は
立
証
責
任
を
認
め
る
こ

と
の
で
き
る
事
実
問
題
で
は
な
く
、
従
来
の
事
実
た
る
慣
習
（
民

法
九
二
条
）
と
同
様
、法
律
問
題
と
し
て
厳
格
な
意
味
で
の
主
張
・

立
証
責
任
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
方
向
性
を
示
唆
す
る
。

た
だ
し
、
久
保
判
批
が
法
律
問
題
と
す
る
意
図
は
厳
格
な
証
明
を

要
求
す
べ
き
で
は
な
く
「
自
由
な
立
証
で
足
り
る
」
と
い
う
点
に

あ
り
（
久
保
・
前
掲
注
（
６
）
判
批
三
三
九
頁
）、
争
点
形
成
責

任
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
本
件
並
び
に
一
連
の
訴

訟
で
は
、
貸
出
金
の
償
却
・
引
当
に
関
す
る
会
計
処
理
が
公
正
な

る
会
計
慣
行
に
反
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
っ
て
、
本
件
会

計
処
理
と
は
異
な
る
会
計
基
準
が
公
正
な
る
会
計
慣
行
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
争
点
形
成
責
任
す
ら
果
た
せ
て
い
な
い
。

（
20
）
も
ち
ろ
ん
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
該
当
す
る
基
準
は
何
か
」

と
い
う
問
い
に
、
該
当
す
る
会
計
基
準
は
複
数
あ
る
と
回
答
す
る

の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
た
て
方

を
す
る
と
、
当
時
、
最
も
望
ま
し
い
な
い
し
普
及
し
て
い
た
会
計

基
準
は
何
か
と
い
う
形
で
認
定
を
進
め
、
一
つ
の
基
準
の
み
を
求

め
る
思
考
方
式
に
陥
り
が
ち
な
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）
岸
田
・
前
掲
注
（
４
）
商
事
法
務
一
八
四
五
号
の
記
述
に
つ
い

て
、西
崎
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）座
談
会
一
八
頁〔
野
村
修
也
発
言
〕

は
、「
岸
田
先
生
は
い
か
な
る
基
準
で
あ
っ
て
も
『
公
正
な
る
会

計
慣
行
』
に
な
り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、問
題
は
『
唯

一
性
』
に
収
斂
し
て
く
る
の
だ
と
い
う
形
で
、
判
決
の
立
場
を
整

理
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
評
し
て
い
る
が
、
岸
田
・
前
掲
注

（
４
）
商
事
法
務
一
八
四
五
号
の
整
理
は
、
三
〇
頁
で
唯
一
性
の

問
題
を
立
て
る
の
と
は
別
に
二
九
頁
に
お
い
て
適
用
範
囲
の
明
確

性
が
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
と
な
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
野
村
修
也
の
説
く
「
ま
ず
考
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え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
に
な
り
得

な
い
基
準
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な
基
準
が
『
公
正
な
る
会
計
慣

行
』
に
な
り
得
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
が
『
公
正
な
る
会
計
慣

行
』
で
あ
る
と
認
定
で
き
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
唯
一

の
『
公
正
な
る
会
計
慣
行
』
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
」

（
西
崎
ほ
か
・
前
掲
注
（
４
）
座
談
会
一
七
頁
〔
野
村
修
也
発
言
〕）

る
と
い
う
「
二
段
構
え
」
で
の
問
題
把
握
と
共
通
し
て
い
る
。
岸

田
・
前
掲
注
（
４
）
早
法
二
二
一
頁
以
下
も
一
）
明
確
性
の
要
件

と
二
）
唯
一
性
の
要
件
と
を
区
分
し
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
明
確
性
の
問
題
を
唯
一
性
の
要
件
の
中
で
読
み
こ
む

と
い
う
野
村
の
分
析
に
近
い
の
は
、
む
し
ろ
渡
部
・
前
掲
注

（
４
）
金
法
一
八
五
八
号
三
〇
頁
、
渡
部
・
前
掲
注
（
７
）
商
事

一
八
九
五
号
一
六
頁
で
あ
る
。

（
22
）
西
崎
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）座
談
会
二
〇
頁〔
西
崎
哲
郎
発
言
〕。

そ
の
ほ
か
前
注
（
９
）
参
照
。

（
23
）
こ
の
よ
う
に
民
事
判
決
の
枠
組
み
を
捉
え
た
上
で
、
基
準
Ａ
が

曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
基
準
Ａ
と
並
ん
で
基
準
Ｂ
（
税
法
基

準
）
が
「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
と
な
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ

と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
片
木
・
前
掲
注
（
１
）
文
献
一
九
五

頁
が
あ
る
。
反
対
か
ら
い
え
ば
、
刑
事
上
告
審
判
決
は
、
公
正
な

る
会
計
慣
行
に
関
し
て
民
事
判
決
と
同
一
の
結
論
を
取
る
に
際

し
、
既
に
な
さ
れ
て
い
た
片
木
の
批
判
に
応
接
す
る
べ
く
、
新
基

準
の
内
容
と
し
て
Ａ
も
Ｂ
も
包
摂
す
る
緩
や
か
な
基
準
（
A’
）
が

「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
で
あ
る
と
い
う
枠
組
み
を
示
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
24
）
本
文
の
様
に
考
え
る
と
、
明
確
性
の
要
件
は
、「
公
正
な
る
会

計
慣
行
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る
基
準
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
の
か
、
当
該
基
準
の
内
容
と
し
て
厳
格
な
基
準
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
明
確
で
あ
れ
ば
、「
公
正
な

る
会
計
慣
行
」
の
内
容
と
し
て
厳
格
な
基
準
が
そ
の
内
容
た
り
う

る
が
、
明
確
で
な
け
れ
ば
、「
公
正
な
る
会
計
慣
行
」
の
内
容
と

し
て
厳
格
な
基
準
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
裁
量
（
幅
）
の
あ

る
基
準
、
す
な
わ
ち
緩
や
か
な
基
準
が
内
容
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
岸
田
・
前
掲
注
（
４
）
商
事
法
務
一
八
四
五
号
二
九
頁
、

岸
田
・
前
掲
注
（
４
）
早
法
二
二
一
頁
以
下
、
西
崎
ほ
か
・
前
掲

注
（
四
）
座
談
会
一
七
頁
〔
野
村
修
也
発
言
〕
の
明
確
性
の
位
置

づ
け
も
実
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
前
注
（
21
）

も
参
照
。

（
25
）
た
だ
し
、民
事
事
件（
民
事
訴
訟
法
三
二
一
条
一
項
）と
異
な
り
、

刑
事
事
件
で
は
上
告
審
が
原
審
の
事
実
認
定
に
完
全
に
拘
束
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
（
刑
事
訴
訟
法
四
一
一
条
四
号
参
照
。
最

判
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
七
日
刑
集
七
巻
一
一
号
二
三
〇
三
頁
、

最
大
判
昭
和
三
四
年
八
月
一
〇
日
刑
集
一
三
巻
九
号
一
四
一
九
頁

等
）、
事
実
認
定
に
齟
齬
が
あ
る
か
否
か
を
殊
更
強
調
す
る
必
要

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
26
）
民
事
一
審
判
決
（
②
判
決
）
の
判
断
も
通
達
等
を
解
釈
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
整
理
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
得
津
・
前
掲
注
（
２
）

判
批
一
一
七
頁
参
照
。
そ
の
ほ
か
前
注
（
24
）
参
照
。

（
27
）
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
違
い
に
よ
っ
て
「
ね
じ
れ
判
決
」
が
発

生
し
か
ね
な
い
こ
と
が
規
範
的
に
望
ま
し
く
な
い
と
い
え
る
か
ど

う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。


